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訴
因
、
公
訴
事
実
に
関
す
る
二
、
三
の
問
題

｜
｜
訴
因
変
更
の
可
否
（
公
訴
事
実
の
同
一
性
）
の
問
題
を
中
心
と
し
て
｜
｜

羽

渕

清

司

井

筒

径

子

１

問
題
の
所
在

刑
事
裁
判
は
、
犯
罪
事
実
（
犯
罪
構
成
要
件
事
実
）
の
存
否
・
範
囲
を
認
定
し
、
犯
罪
事
実
を
認
定
し
た
場
合
に
は
刑
罰
（
法
律
効
果
）

を
宣
言
し
、
認
定
で
き
な
い
場
合
に
は
無
罪
（
犯
罪
構
成
要
件
事
実
の
不
存
在
）
を
宣
言
す
る
手
続
で
あ
る
。
犯
罪
事
実
の
存
否
・
範
囲

を
確
定
す
る
裁
判
の
構
造
を
検
討
す
る
こ
と
は
最
も
重
要
な
課
題
の
一
つ
で
あ
る
。

公
訴
提
起
前
の
犯
罪
事
実
を
被
疑
事
実
と
い
う
。
被
疑
事
実
は
公
訴
提
起
に
よ
り
、
起
訴
状
の
公
訴
事
実
欄
に「
公
訴
事
実
」（
刑
事
訴
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訟
法
二
五
六
条
二
項
二
号
の「
公
訴
事
実
」）と
し
て
記
載
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
公
訴
事
実
欄
に
記
載
さ
れ
た
犯
罪
事
実
を
、
以
後
、

便
宜
上
「
狭
義
の
公
訴

１
）

事
実
」
と
も
い
う
。
異
論
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、「
狭
義
の
公
訴
事
実
」
は
通
常
「
訴
因
」「
訴
因
事
実
」（
以

下
、
起
訴
状
の
公
訴
事
実
欄
に
記
載
さ
れ
た
犯
罪
事
実
を
「
訴
因
事
実
」
と
い
う
）
と
説
明
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
で

あ

２
）

ろ
う
。

公
判
は
、
通
常
、
起
訴
状
に
記
載
さ
れ
た
狭
義
の
公
訴
事
実
（
訴
因
事
実
）
の
存
否
・
範
囲
の
立
証
、
認
定
を
巡
っ
て
展
開
さ
れ
る
。

公
判
で
は
、
先
ず
、
起
訴
状
記
載
の
「
狭
義
の
公
訴
事
実
」
を
審
理
の
対
象
と
し
て
、
立
証
（
検
察
官
）・
反
証
（
弁
護
人
・
被
告
人
）
が

行
わ
れ
、
犯
罪
事
実
の
存
否
・
範
囲
が
裁
判
官
に
よ
っ
て
認
定
・
確
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
審
理
の
過
程
で
、「
狭
義
の
公
訴
事
実
」
と

は
異
な
る
内
容
の
犯
罪
事
実
が
明
ら
か
と
な
る
場
合
が
生
じ
る
こ
と
は
裁
判
の
制
度
上
避
け
ら
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
検
察
官
の
公
訴
提

起
ま
で
の
段
階
で
収
集
さ
れ
た
証
拠
自
体
が
必
ず
し
も
完
全
な
も
の
で
な
い
こ
と
か
ら
、
公
判
で
提
出
さ
れ
た
新
た
な
証
拠
に
よ
り
狭
義

の
公
訴
事
実
と
は
異
な
る
犯
罪
事
実
が
判
明
す
る
こ
と
が
あ
る
ば
か
り
か
、
検
察
官
の
収
集
し
た
証
拠
に
基
づ
く
犯
罪
事
実
の
構
成
や
検

察
官
の
法
的
評
価
が
も
と
も
と
一
義
的
に
確
定
で
き
な
い
場
合
と
か
、
裁
判
官
の
犯
罪
事
実
に
対
す
る
評
価
と
異
な
る
場
合
が
生
じ
る
こ

と
は
避
け
ら
れ
な
い
。
そ
し
て
、「
狭
義
の
公
訴
事
実
（
訴
因
事
実
）」
と
裁
判
官
の
認
定
し
よ
う
と
す
る
犯
罪
事
実
（
以
下
、「
心
証
事
実
」

と

３
）

い
う
）
と
の
間
に
食
い
違
い
が
生
じ
た
場
合
に
、
刑
事
手
続
上
、
ど
の
よ
う
に
処
理
す
べ
き
か
に
つ
い
て
「
訴
因
変
更
の
問
題
」
と
し

て
議
論
さ
れ
て
い
る
。
ど
の
程
度
の
食
い
違
い
が
生
じ
た
場
合
に
は
「
訴
因
変
更
」
の
手
続
で
処
理
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、「
新
た
な
公
訴

の
提
起
（
新
訴
の
提
起
・
別
訴
の
提
起
）」
が
必
要
か
、
食
い
違
い
が
ど
の
程
度
の
範
囲
内
で
あ
れ
ば
「
訴
因
変
更
」
と
い
う
簡
易
な
手
続

に
よ
り
、
当
初
の
公
訴
提
起
に
か
か
る
訴
訟
の
中
で
心
証
事
実
を
認
定
で
き
る
か
の
問
題
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
①
訴
因
変
更
の
要
否

②
訴
因
変
更
の
可
否

③
訴
因
変
更
の
許
否
（
③
は
正
確
に
は
訴
因
事
実
と
心
証
事
実
と
の
食
い
違
い
を
前
提
に
す
る
が
、
食
い
違
い
そ

の
も
の
に
関
す
る
問
題
で
は
な
い
）
の
問
題
と
し
て
議
論
さ
れ
て
い
る
。
実
務
上
、
①
及
び
③
は
ほ
ぼ
解
決
さ
れ
た
と
言
っ
て
よ
い
で
あ

論 説

北研49(3・ )32 554



ろ
う
。
本
稿
は
、
②
の
課
題
を
中
心
に
据
え
て
検
討
す
る
も
の
で

４
）

あ
る
。

な
お
、
便
宜
上
、
以
下
の
説
例
を
念
頭
に
考
察
す
る
。

⑴

説
例
①

同
一
の
日
時
・
場
所
・
被
害
者
に
対
す
る
傷
害
（
訴
因
事
実
）
か
ら
傷
害
致
死
（
心
証
事
実
）
へ
訴
因
の
変
更

⑵

説
例
②

住
居
侵
入
（
訴
因
事
実
）
に
、
こ
れ
と
牽
連
犯
の
関
係
に
あ
る
窃
盗
（
心
証
事
実
）
の
訴
因
の
追
加

⑶

説
例
③

三
月
五
日
の
窃
盗
Ａ
（
訴
因
事
実
）
に
、
こ
れ
と
併
合
罪
の
関
係
に
あ
る
六
月
五
日
の
窃
盗
Ｂ
（
心
証
事
実
）
の
訴

因
の
追
加

⑷

説
例
④

同
一
の
日
時
・
場
所
・
被
害
者
に
対
す
る
自
動
車
運
転
過
失
致
死
（
訴
因
事
実
）
か
ら
同
罪
に
対
す
る
犯
人
隠
避
（
心

証
事
実
）
へ
訴
因
の
変
更

⑸

説
例
⑤

同
一
の
日
時
・
場
所
・
被
害
者
に
対
す
る
窃
盗
教
唆
（
訴
因
事
実
）
か
ら
窃
盗
（
心
証
事
実
一
）
へ
、
そ
の
後
更
に

同
窃
盗
か
ら
盗
品
等
の
収
受
（
心
証
事
実
二
）
へ
訴
因
の
変
更

⑹

説
例
⑥

住
居
侵
入
（
訴
因
事
実
）
に
、
こ
れ
と
牽
連
犯
の
関
係
に
あ
る
放
火
（
心
証
事
実
）
の
訴
因
の
追
加

１
）

三
一
二
条
一
項
の
「
公
訴
事
実
の
同
一
性
」
に
お
け
る
「
公
訴
事
実
」
の
意
味
内
容
は
、
二
五
六
条
二
項
二
号
の
「
公
訴
事
実
」（「
狭
義
の
公
訴
事
実
」）

の
意
味
と
は
異
な
る
。
三
一
二
条
一
項
の
「
公
訴
事
実
」
を
、
便
宜
上
「
広
義
の
公
訴
事
実
」
と
称
す
る
こ
と
に
す
る
。
こ
の
「
広
義
の
公
訴
事
実
」
に
つ

い
て
は
、
後
述
す
る
と
お
り
、
学
説
に
よ
っ
て
意
味
内
容
や
機
能
が
全
く
異
な
る
こ
と
に
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。

２
）

小
林
充
・
刑
事
訴
訟
法
第
二
版
一
一
七
頁
に
よ
れ
ば
、
狭
義
の
公
訴
事
実
と
訴
因
と
は
異
な
り
、
前
者
は
犯
罪
に
関
す
る
事
実
で
は
あ
る
が
、
厳
格
に
法

的
に
構
成
さ
れ
る
以
前
の
事
実
を
指
す
の
に
対
し
、
後
者
は
こ
の
狭
義
の
公
訴
事
実
を
犯
罪
の
特
別
構
成
要
件
に
当
て
は
め
法
律
的
に
構
成
し
た
も
の
を
意

味
す
る
と
さ
れ
る
。

３
）

有
罪
の
判
決
書
で
裁
判
官
に
よ
っ
て
最
終
的
に
認
定
さ
れ
た
犯
罪
事
実
を
「
罪
と
な
る
べ
き
事
実
」（
三
三
五
条
一
項
）
と
い
う
。
犯
罪
事
実
は
、
刑
事
訴
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訟
で
は
「
被
疑
事
実
」「
公
訴
事
実
」「
罪
と
な
る
べ
き
事
実
」
と
明
確
に
使
い
分
け
さ
れ
て
展
開
さ
れ
る
。

４
）

鈴
木
茂
嗣
・
刑
事
訴
訟
法
﹇
改
訂
版
﹈
一
一
三
頁
以
下
に
は
、
公
訴
事
実
の
同
一
性
に
つ
い
て
の
学
説
の
紹
介
が
あ
り
、
自
説
も
展
開
さ
れ
て
い
る
が
、

複
雑
か
つ
難
解
で
あ
る
。

２

訴
因
変
更
の
可
否
の
問
題
と
訴
因
の
補
正
・
訂
正
の
問
題
、訴
因
の
法
的
評
価
の
変
更（
相
違
）の
問
題
と
の
関
係

訴
因
変
更
の
問
題
を
議
論
す
る
場
合
、
そ
の
前
提
と
し
て
、
訴
因
変
更
の
問
題
と
次
の
二
つ
の
問
題
と
は
明
確
に
区
別
す
る
こ
と
が
肝

要
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
①
訴
因
事
実
の
補
正
・
訂
正
の

１
）

問
題
、
②
訴
因
事
実
の
法
的
評
価
の
変
更
の

２
）

問
題
で
あ
る
。
こ
の
①
及
び
②
の

問
題
は
、
本
来
、
訴
因
事
実
と
心
証
事
実
と
の
間
の
事
実
関
係
に
食
い
違
い
が
な
い
場
合
の
問
題
で
あ
り
、
従
っ
て
、
訴
因
変
更
の
問
題

で
な
い
こ
と
は
銘
記
し
て
お
く
べ
き
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
訴
因
変
更
の
問
題
は
、
審
理
の
過
程
に
お
い
て
、
訴
因
事
実
と
心
証
事
実
と
の
事
実
関
係
の
間
に
食
い
違
い
が
生
じ
た
場

合
の
問
題
で
あ
る
。
但
し
、
補
正
・
訂
正
の
問
題
、
法
的
評
価
の
変
更
の
問
題
、
訴
因
変
更
の
問
題
を
併
せ
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
事

例
が
存
在
す
る
。
訴
因
事
実
と
心
証
事
実
と
の
間
で
、
事
実
関
係
に
食
い
違
い
が
生
じ
た
だ
け
で
な
く
、
同
時
に
訴
因
事
実
の
補
正
・
訂

正
が
必
要
で
あ
っ
た
り
、
法
的
評
価
に
も
変
更
が
生
じ
る
場
合
で
あ
る
。
そ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
訴
因
変
更
の
問
題
を
検
討
す
る
前
に
、

先
ず
、
①
及
び
②
の
問
題
が
存
在
し
な
い
か
を
検
討
し
、
①
及
び
②
を
解
決
し
た
う
え
で
、
訴
因
変
更
の
問
題
の
検
討
に
入
る
こ
と
で
あ

る
。
①
及
び
②
は
訴
因
変
更
の
前
提
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
処
理
・
過
程
を
経
な
い
で
（
こ
れ
ら
の
処
理
・
過
程
で
課
題
が
解
決
す
れ

ば
訴
因
変
更
の
問
題
を
議
論
す
る
余
地
は
な
い
）、
訴
因
事
実
と
心
証
事
実
と
が
食
い
違
う
場
合
の
問
題
を
考
え
る
こ
と
は
、
問
題
を
混
乱

さ
せ
複
雑
に
す
る
。
学
説
及
び
裁
判
例
の
中
に
は
こ
れ
ら
の
各
場
面
の
問
題
を
明
確
に
区
別
し
な
い
で
、
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
場
合

説
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論

大
見
出
し
の
前
、
通
常
は
１
行
ア
キ

⬅

め
１
行
ア
キ
入
れ
て
る
。
以
下
同
）

な
し

こ
の
論
文
は
前
に
注
が
あ
る
た



が
見
受
け
ら
れ
る
。

訴
因
変
更
の
可
否
と
の
関
係
で
、
訴
因
の
補
正
・
訂
正
の
問
題
や
法
的
評
価
の
変
更
の
問
題
が
生
じ
る
の
は
、
主
と
し
て
罪
数
が
変
化

す
る
場
合
で
あ
る
。
以
下
、
こ
の
場
合
を
中
心
に
説
明
す
る
。
す
な
わ
ち
、
一
罪
の
訴
因
事
実
か
ら
数
罪
の
心
証
事
実
へ
の
変
更
、
数
罪

の
訴
因
事
実
か
ら
一
罪
の
心
証
事
実
へ
変
更
す
る
場
合
で
あ
る
。
通
常
、
訴
因
の
変
更
の
要
否
の
問
題
と
し
て
も
議
論
さ
れ
て
い
る
が
、

公
訴
事
実
の
同
一
性
、
訴
因
変
更
の
可
否
の
問
題
と
も
関
係
し
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
後
述
す
る
訴
因
事
実
と
心
証
事
実
が
併
存
す
る

場
合
の
問
題
で
あ
り
、
両
者
が
一
罪
の
範
囲
内
の
併
存
関
係
か
、
併
合
罪
の
併
存
関
係
か
の
問
題
で
あ
り
、
公
訴
事
実
の
同
一
性
の
有
無

の
判
断
と
密
接
に
関
係
す
る
。
訴
因
変
更
の
可
否
は
、
訴
因
事
実
が
有
効
に
成
立
し
て
い
る
場
合
に
、
訴
因
事
実
と
心
証
事
実
と
の
間
の

事
実
関
係
に
食
い
違
い
が
生
じ
る
場
合
の
問
題
で
あ
り
、
補
正
・
訂
正
の
問
題
及
び
法
的
評
価
の
変
更
の
問
題
は
、
い
ず
れ
も
、
本
来
、

訴
因
事
実
と
心
証
事
実
と
の
事
実
関
係
の
間
に
食
い
違
い
が
生
じ
て
い
な
い
（
事
実
関
係
に
変
化
が
な
い
）
場
合
の
問
題
で
あ
る
こ
と
を

忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
但
し
、
通
常
、
訴
因
事
実
と
心
証
事
実
と
の
間
に
食
い
違
い
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
食
い
違
い
が
些
少

の
場
合
に
、
訴
因
変
更
の
要
否
・
可
否
の
問
題
と
は
せ
ず
に
、
専
ら
訴
因
事
実
の
補
正
・
訂
正
の
問
題
、
法
的
評
価
の
変
更
の
問
題
と
し

て
議
論
・
説
明
さ
れ
て
い
る
場
合
が
あ
る
こ
と
は
留
意
し
て
お
く
べ
き
で
あ
る
。

⑴

訴
因
変
更
の
可
否
と
訴
因
事
実
の
補
正
・
訂
正
の
問
題

訴
因
事
実
の
補
正
・
訂
正
は
、
一
罪
と
し
て
起
訴
さ
れ
た
訴
因
事
実
で
複
数
の
犯
罪
事
実
と
し
て
は
特
定
し
て
記
載
さ
れ
て
い
な
い
場

合
に
、
こ
れ
を
併
合
罪
の
犯
罪
事
実
と
し
て
認
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
訴
因
事
実
を
併
合
罪
の
犯
罪
事
実
と
し
て
補
正
・
訂
正
し

た
う
え
で
認
定
で
き
る
か
の
問
題
で
あ
る
。
訴
因
事
実
に
は
併
合
罪
と
評
価
で
き
る
事
実
の
記
載
が
な
い
か
ら
、
下
記
⑵
の
訴
因
事
実
の

法
的
評
価
の
変
更
の
問
題
で
は
な
い
。
ま
た
、
訴
因
事
実
が
併
合
罪
と
し
て
の
補
正
・
訂
正
が
認
め
ら
れ
れ
ば
よ
い
が
、
こ
れ
が
認
め
ら
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れ
な
い
限
り
、
一
罪
と
し
て
起
訴
さ
れ
た
訴
因
事
実
を
併
合
罪
の
関
係
に
あ
る
犯
罪
事
実
と
し
て
認
定
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
公
訴
事
実

の
同
一
性
は
な
く
、
訴
因
変
更
は
で
き
な
い
。

一
罪
と
し
て
の
訴
因
事
実
の
記
載
を
数
罪
の
訴
因
事
実
に
補
正
・
訂
正
で
き
る
場
合
に
は
、
訴
因
変
更
の
手
続
を
経
る
こ
と
な
く
（
訴

因
変
更
の
可
否
も
訴
因
変
更
の
要
否
の
検
討
も
経
ず
に
）、
補
正
・
訂
正
に
よ
り
併
合
罪
の
犯
罪
事
実
を
認
定
で
き
る
。
訴
因
事
実
の
内
容

の
問
題
で
は
な
く
、
訴
因
事
実
の
書
き
分
け
、
組
み
立
て
直
し
（
補
正
・
訂
正
）
の
問
題
で
あ
る
。
一
罪
と
し
て
の
一
個
の
訴
因
事
実
を

数
個
の
訴
因
事
実
の
起
訴
が
あ
っ
た
も
の
と
し
て
組
み
立
て
直
せ
る
か
否
か
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
窃
盗
の
包
括
一
罪
の
訴

因
事
実
を
窃
盗
二
罪
の
併
合
罪
と
認
定
し
た
事
案
（
最
判
昭
和
三
二
年
一
〇
月
八
日
刑
集
一
一
巻
一
〇
号
二
四
八
七
頁
）
は
、
事
実
に
変

化
が
あ
っ
た
が
、
訴
因
の
補
正
・
訂
正
も
訴
因
の
変
更
手
続
も
経
ず
に
数
罪
と
認
定
し
て
い
る
。
事
実
関
係
に
変
化
が
あ
り
、
訴
因
事
実

と
認
定
事
実
が
異
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
訴
因
事
実
の
補
正
・
訂
正
の
要
否
、
訴
因
変
更
の
可
否
及
び
訴
因
変
更
の
要
否
の
三
つ
の
観
点

か
ら
検
討
さ
れ
る
べ
き
事
例
で
あ
ろ
う
。
右
判
例
は
三
点
と
も
不
要
で
あ
る
と
し
た
。
窃
盗
の
包
括
一
罪
の
訴
因
事
実
か
ら
窃
盗
二
罪
の

併
合
罪
の
心
証
事
実
の
変
化
は
、
法
的
評
価
の
変
更
の
問
題
に
す
ぎ
な
い
と
し
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。

⑵

訴
因
変
更
の
可
否
と
訴
因
事
実
の
法
的
評
価
の
変
更
の
問
題

強
盗
強
姦
の
訴
因
事
実
を
強
姦
罪
と
強
盗
罪
の
併
合
罪
と
し
て
（
東
京
高
判
昭
和
二
七
年
五
月
一
三
日
高
刑
集
五
巻
五
号
七
九
四
頁
）、

殺
人
の
訴
因
事
実
を
逮
捕
監
禁
と
殺
人
の
併
合
罪
と
し
て（
最
判
昭
和
六
三
年
一
月
二
九
日
刑
集
四
二
巻
一
号
三
八
頁
）、
い
ず
れ
も
訴
因

変
更
の
手
続
を
経
ず
に
認
定
し
て
い
る
。
訴
因
事
実
に
お
い
て
実
質
的
に
は
数
罪
の
認
定
事
実
を
充
足
し
て
摘
示
さ
れ
て
い
る
う
え
、
訴

因
事
実
の
個
数
の
判
断
も
法
令
適
用
の
判
断
も
裁
判
所
の
専
権
に
属
す
る
こ
と
か
ら
、
訴
因
事
実
の
補
正
・
訂
正
も
訴
因
の
変
更
も
せ
ず

に
認
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
法
的
評
価
の
変
更
の
問
題
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
処
理
し
た
も
の
で
あ
る
。
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１
）

訴
因
事
実
の
補
正
・
訂
正
と
は
、
い
ず
れ
も
訴
因
の
特
定
に
瑕
疵
が
あ
る
場
合
に
、
こ
れ
を
補
正
・
訂
正
し
て
完
全
な
も
の
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
前
者

は
瑕
疵
が
治
癒
を
許
さ
な
い
ほ
ど
顕
著
で
は
な
い
が
、
そ
の
ま
ま
で
は
起
訴
状
が
無
効
で
あ
る
場
合
で
あ
り
、
後
者
は
瑕
疵
が
補
正
ま
で
に
至
っ
て
い
な
い

場
合
で
あ
る
。
な
お
、
右
訂
正
と
誤
記
・
誤
字
の
訂
正
と
は
異
な
り
、
誤
記
・
誤
字
の
訂
正
の
場
合
に
は
裁
判
所
の
許
可
が
不
要
で
あ
る
。

２
）

例
え
ば
、
強
姦
致
傷
と
強
盗
の
併
合
罪
（
訴
因
事
実
）
と
し
て
起
訴
さ
れ
た
が
、
裁
判
所
は
同
一
の
事
実
関
係
に
つ
い
て
強
盗
強
姦
致
傷
と
認
定
し
た
場

合
で
あ
る
（
広
島
高
判
昭
和
三
五
年
一
二
月
二
一
日
下
刑
二
巻
一
一
・
一
二
号
一
三
六
頁
）。
訴
因
の
補
正
（
一
罪
一
訴
因
の
原
則
違
反
）
の
問
題
が
あ
る
が
、

当
初
の
併
合
罪
の
訴
因
を
一
個
の
訴
因
と
評
価
し
た
う
え
、
法
的
評
価
の
変
更
の
問
題
で
あ
り
、
訴
因
事
実
の
補
正
・
訂
正
も
訴
因
変
更
も
必
要
で
な
い
と

し
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。

３

訴
因
変
更
の
問
題
と
刑
事
訴
訟
の
基
本
構
造
の
捉
え
方

訴
因
変
更
の
問
題
を
考
え
る
場
合
、
次
の
点
を
理
解
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
現
行
刑
事
訴
訟
の
基
本
構
造
を
ど
の
よ
う

に
捉
え
る
か
と
い
う
根
本
問
題
の
理
解
が
不
可
欠
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
三
一
二
条
一
項
の
規
定
す
る
「
訴
因
」
と
同
項
の
規
定
す
る
「
公

訴
事
実
」（「
公
訴
事
実
の
同
一
性
」
が
問
題
に
さ
れ
る
場
合
の
「
公
訴
事
実
」
を
い
い
、
前
述
し
た
と
お
り
、
二
五
六
条
二
項
二
号
の
公

訴
事
実
と
は
異
な
る
。
ま
た
、
こ
の
「
公
訴
事
実
の
同
一
性
」
を
「
広
義
の
公
訴
事
実
の
同
一
性
」
と
称
し
、
後
述
の
「
狭
義
の
公
訴
事

実
の
同
一
性
」と
区
別
し
て
説
明
さ
れ
て
い
る
）の
意
味
、
訴
因
と
公
訴
事
実
の
関
係
及
び
公
訴
事
実
の
機
能
等
の
捉
え
方
が
立
場
に
よ
っ

て
異
な
る
た
め
、
ど
の
立
場
に
立
っ
た
う
え
で
訴
因
変
更
の
可
否
の
問
題
を
議
論
し
て
い
る
か
を
把
握
し
て
お
か
な
け
れ
ば
訴
因
変
更
に

関
す
る
説
明
も
批
判
も
嚙
み
合
わ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
現
行
刑
事
訴
訟
法
の
採
用
し
て
い
る
基
本
的
訴
訟
構
造
を
、
公
平
な

裁
判
の
実
現
を
目
指
し
た
当
事
者
主
義
的
訴
訟
構
造
と
解
し
、
訴
因
と
は
、
一
方
当
事
者
で
あ
る
検
察
官
（
原
告
官
）
が
構
成
要
件
に
該

当
す
る
と
し
て
構
成
す
る
具
体
的
犯
罪
事
実
の
「
主
張
」
で
あ
り
、
他
方
、「
広
義
の
公
訴
事
実
の
同
一
性
」
に
い
う
公
訴
事
実
と
は
、
嫌
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疑
と
い
っ
た
実
体
を
伴
っ
た
概
念
で
は
な
く
、
訴
因
変
更
の
限
界
を
画
す
る
「
機
能
概
念
（
枠
組
）」
と
解
す
る
。
す
な
わ
ち
、
審
判
の
対

象
（
訴
訟
の
テ
ー
マ
・
訴
訟
物
）
は
訴
因
で
あ
り
、
狭
義
の
公
訴
事
実
は
、
起
訴
状
の
公
訴
事
実
欄
に
記
載
す
る
よ
う
要
求
さ
れ
た
審
判

の
対
象
た
る
訴
因
と
解
す
る
も
の
で
あ
る
（
こ
れ
と
対
立
す
る
学
説
と
し
て
、
右
の
「
広
義
の
公
訴
事
実
の
同
一
性
」
に
い
う
公
訴
事
実

と
は
、
実
体
的
存
在
の
認
め
ら
れ
る
「
嫌
疑
」
で
あ
り
、
か
つ
、
こ
れ
が
審
判
の
対
象
で
あ
る
。
ま
た
、
訴
因
は
、
審
判
の
対
象
そ
の
も

の
で
は
な
く
、
審
判
の
対
象
を
特
定
し
、
か
つ
、
被
告
人
の
た
め
の
防
御
を
確
保
す
る
制
度
、
被
告
人
へ
の
不
意
打
ち
を
防
止
す
る
た
め

の
手
続
的
制
約
な
ど
と
説
明
し
て

１
）

い
る
）。

１
）

岸
盛
一
・
刑
事
訴
訟
法
要
義
新
訂
五
版
四
六
頁
以
下
参
照
。

４

訴
因
変
更
の
可
否
に
つ
い
て

⑴

訴
訟
の
同
一
性
に
つ
い
て

訴
因
変
更
の
可
否
の
問
題
を
検
討
す
る
場
合
、
起
訴
さ
れ
た
訴
因
事
実
の
訴
訟
で
解
決
さ
れ
る
べ
き
犯
罪
事
実
は
ど
の
範
囲
ま
で
の
事

実
に
限
ら
れ
る
か
の
問
題
は
重
要
で
あ
る
。
今
ま
で
も
指
摘
さ
れ
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な

１
）

い
が
、
先
ず
何
よ
り
も
、
起
訴
さ
れ
た
狭
義
の

公
訴
事
実
（
訴
因
事
実
）
の
罪
の
具
体
的
刑
罰
権
の
範
囲
、
訴
因
事
実
の
罪
の
刑
罰
権
と
心
証
事
実
の
罪
の
罪
質
の
同
質
性
の
問
題
を
考

察
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
。「
訴
訟
の
同
一
性
」の
問
題
で

２
）

あ
る
。
起
訴
に
か
か
る
訴
因
事
実
と
は
別
物
の
犯
罪
事
実
を
認

定
し
て
刑
罰
を
宣
言
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
こ
と
は
、三
一
二
条
一
項
の
公
訴
事
実
の
同
一
性
の
問
題
を
論
じ
る
以
前
の
問
題
で
あ
り
、
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現
行
刑
事
裁
判
の
基
本
法
理
で
あ
る
。

先
ず
、
訴
因
変
更
の
結
果
、
心
証
事
実
の
罪
の
刑
罰
権
が
訴
因
事
実
の
罪
の
刑
罰
権
に
加
算
さ
れ
る
な
ど
（
説
例
③
の
場
合
で
併
合
審

理
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
刑
法
四
七
条
に
よ
り
併
合
罪
加
重
さ
れ
る
。
他
方
、
窃
盗
Ａ
と
窃
盗
Ｂ
が
併
合
審
理
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に

は
、
併
合
罪
の
関
係
に
あ
る
窃
盗
Ａ
と
窃
盗
Ｂ
に
つ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
刑
罰
が
宣
言
さ
れ
る
。
窃
盗
Ａ
の
起
訴
は
同
罪
と
一
罪
関
係
に
あ
る

範
囲
内
の
犯
罪
事
実
に
つ
い
て
の
刑
罰
を
求
め
る
に
す
ぎ
ず
、
こ
れ
を
越
え
る
窃
盗
Ｂ
に
つ
い
て
の
刑
罰
の
発
動
を
求
め
る
も
の
で
は
な

い
）、
起
訴
に
か
か
る
犯
罪
事
実
の
罪
の
刑
罰
権
の
範
囲
を
越
え
る
場
合
に
は
、
心
証
事
実（
説
例
③
で
窃
盗
Ｂ
を
追
加
し
て
窃
盗
Ａ
と
窃

盗
Ｂ
の
罪
と
し
た
事
実
）
の
う
ち
窃
盗
Ｂ
の
罪
は
別
訴
の
提
起
の
問
題
と
な
る
。
裁
判
所
は
、
窃
盗
Ａ
の
罪
の
刑
罰
権
の
発
動
を
求
め
て

提
起
さ
れ
た
裁
判
に
対
し
、
こ
れ
を
越
え
る
窃
盗
Ｂ
の
罪
ま
で
加
算
し
て
処
罰
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
訴
因
変
更
の
可
否
に
つ
い
て
、

基
本
的
事
実
同
一
説
に
立
つ
と
し
て
も
、
訴
因
事
実
（
窃
盗
Ａ
）
と
心
証
事
実
と
（
窃
盗
Ａ
と
窃
盗
Ｂ
）
の
間
に
基
本
的
事
実
の
同
一
性

が
認
め
ら
れ
る
か
否
か
の
比
較
を
中
心
に
据
え
た
訴
因
変
更
の
可
否
を
議
論
す
る
前
に
、
当
該
起
訴
に
か
か
る
訴
因
事
実
の
罪
に
つ
い
て

発
動
さ
れ
る
刑
罰
権
の
範
囲
の
問
題
が
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
た
、
説
例
④
に
お
い
て
、
自
動
車
運
転
過
失
致
死
と
犯
人
隠
避
の
罪
質
は
本
質
的
に
異
な
り
、
前
者
の
訴
因
事
実
に
よ
る
起
訴
は
、

心
証
事
実
と
し
て
の
後
者
の
罪
の
刑
罰
の
発
動
ま
で
求
め
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
両
罪
の
基
本
的
事
実
の
同
一
性
を
論
じ

る
前
の
訴
訟
の
同
一
性
の
問
題
で
あ
り
、
自
動
車
運
転
過
失
致
死
の
訴
訟
と
犯
人
隠
避
の
訴
訟
の
同
一
性
は
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

訴
因
変
更
の
可
否
（
公
訴
事
実
の
同
一
性
）
の
問
題
で
訴
訟
の
同
一
性
に
つ
い
て
は
正
面
か
ら
議
論
さ
れ
ず
、
専
ら
事
実
関
係
を
中
心
と

し
た
同
一
性
の
問
題
と
し
て
検
討
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
見
て
、
訴
訟
の
同
一
性
の
問
題
と
公
訴
事
実
の
同
一
性
の
問
題
は
別
異
の
問
題

と
考
え
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
訴
因
変
更
の
可
否
の
問
題
に
つ
い
て
、
訴
因
変
更
が
不
可
能
の
場
合
に
は
常
に
必
ず
心
証
事
実
の

罪
に
つ
い
て
別
訴
の
提
起
が
認
め
ら
れ
る
か
、
他
方
、
訴
因
変
更
が
可
能
な
場
合
に
は
心
証
事
実
の
罪
に
つ
い
て
訴
因
変
更
で
は
な
く
別
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訴
の
提
起
の
方
法
に
よ
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
な

３
）

い
か
の
問
題
と
も
関
係
す
る
。
公
訴
事
実
の
同
一
性
の
問
題
（
基
本
的
事
実
同
一
説
に
立

て
ば
、
訴
因
事
実
と
心
証
事
実
の
基
本
的
事
実
に
お
い
て
同
一
性
が
認
め
ら
れ
る
か
否
か
の
問
題
で
あ
る
）
と
訴
訟
の
同
一
性
（
刑
罰
権

の
範
囲
や
罪
質
の
同
質
性
）
の
問
題
が
ど
の
よ
う
に
関
係
す
る
の
か
、
あ
る
い
は
関
係
し
な
い
の
か
を
正
面
か
ら
検
討
し
て
お
く
こ
と
は

重
要
で
あ
る
。

⑵

公
訴
事
実
の
同
一
性
の
意
味

三
一
二
条
一
項
は
、「
公
訴
事
実
の
同
一
性
を
害
し
な
い
限
度
に
お
い
て
、
起
訴
状
に
記
載
さ
れ
た
訴
因
…
の
変
更
を
許
さ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
」
と
規
定
す
る
。
そ
し
て
、
本
条
項
の
「
公
訴
事
実
の
同
一
性
」（
こ
の
「
公
訴
事
実
の
同
一
性
」
は
、「
広
義
の
公
訴
事
実
の
同

一
性
」
を
意
味
す
る
も
の
と
解
さ
れ
て
い
る
。
以
下
の
①
及
び
②
の
要
件
・
概
念
を
合
わ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
通
説
と
い
え
る
か
疑
問
が

あ
る
が
、
伝
統
的
に
説
明
さ
れ
て
き
た
概
念
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
）
は
、
学
説
の
多
く
は
、
①
公
訴
事
実
の
単
一
性
の
問
題
と
②

公
訴
事
実
の
同
一
性
の
問
題
が
あ
り
、
こ
の
二
つ
の
要
件
を
全
て
充
足
す
る
こ
と
が
右
の
「
公
訴
事
実
の
同
一
性
を
害
し
な
い
」
こ
と
で

４
）

あ
る
と
し
、
②
の
公
訴
事
実
の
同
一
性
を
「
狭
義
の
公
訴
事
実
の
同
一
性
」
と
定
義
し
て
議
論
し
て
い
る
（
な
お
、
後
記
の
と
お
り
、
公

訴
事
実
の
「
単
一
性
」、
狭
義
の
公
訴
事
実
の
「
同
一
性
」
の
意
味
内
容
そ
の
も
の
に
つ
い
て
も
、
学
説
に
よ
っ
て
異
な
り
、
一
義
的
で
は

な
い
）。

と
こ
ろ
で
、
刑
事
訴
訟
法
に
お
い
て
は
、「
公
訴
事
実
の
単
一
性
」
及
び
「
狭
義
の
公
訴
事
実
の
同
一
性
」
の
文
言
を
使
用
し
た
条
項
は

な
い
。
存
在
す
る
の
は
、「
公
訴
事
実
の
同
一
性
」に
関
す
る
右
の
三
一
二
条
一
項
の
規
定
だ
け
で
あ
る
こ
と
は
留
意
し
て
お
く
べ
き
で
あ

ろ
う
。
訴
因
変
更
の
可
否
の
問
題
に
つ
い
て
、
公
訴
事
実
の
単
一
性
の
概
念
、
議
論
は
不
要
で
あ
る
と
す
る
考
え
を
可
能
に
す
る
。
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ⅰ
）

公
訴
事
実
の
単
一
性

単
一
性
は
、
訴
訟
を
静
的
横
断
面
で
捉
え
た
あ
る
時
点
に
お
け
る
公
訴
事
実
の
「
広
が
り
」、「
は
ば
（
幅
）」
の
問
題
を
い
い
、
具
体
的

に
は
犯
罪
が
一
個
か
複
数
個
か
（
公
訴
事
実
が
一
個
か
複
数
個
か
）
の
問
題
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
て
き
た
。
伝
統
的
学
説
と
い
っ
て
よ
い

で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
訴
因
変
更
の
問
題
を
検
討
す
る
場
合
、
少
な
く
と
も
右
の
意
味
で
の
単
一
性
の
概
念
は
不
要
で
あ
る
。
な
ぜ
な

ら
、
訴
因
変
更
の
可
否
（
訴
因
変
更
の
要
否
も
同
様
で
あ
る
）
の
問
題
は
訴
訟
を
あ
る
時
点
の
横
断
面
だ
け
で
と
ら
え
た
場
合
の
問
題
で

は
な
く
、
起
訴
時
点
に
お
け
る
訴
因
事
実
と
証
拠
調
べ
が
さ
れ
て
心
証
の
形
成
さ
れ
た
時
点
の
心
証
事
実
を
比
較
・
検
討
す
る
こ
と
が
本

来
の
課
題
だ
か
ら
で
あ
る
。
証
拠
調
べ
前
の
心
証
形
成
前
の
段
階
で
、
訴
因
事
実
の
変
更
は
想
定
し
難
い
が
、
検
察
官
か
ら
起
訴
後
の
捜

査
等
の
結
果
、
起
訴
時
の
訴
因
事
実
の
変
更
の
申
し
出
が
さ
れ
る
場
合
が
こ
の
例
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
場
合
も
訴
因
変
更
の
問
題
と
い
え

る
か
疑
問
が
あ
る
が
、
認
め
ら
れ
る
と
し
て
も
、
裁
判
所
の
心
証
の
変
化
に
よ
る
本
来
の
訴
因
変
更
の
問
題
と
は
か
な
り
異
な
る
。
む
し

ろ
、
実
質
的
に
は
訴
因
の
訂
正
・
補
正
の
問
題
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

ⅱ
）

狭
義
の
公
訴
事
実
の
同
一
性

同
一
性
は
、
訴
訟
を
動
的
縦
断
面
で
捉
え
、
起
訴
の
時
点
の
訴
因
事
実
と
証
拠
調
べ
が
さ
れ
て
心
証
の
形
成
さ
れ
た
時
点
の
心
証
事
実

が
同
じ
事
実
（
同
一
性
あ
り
）
と
い
え
る
の
か
、
い
え
な
い
の
か
の
「
ず
れ
」
の
問
題
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
て
き
た
。
ま
さ
に
訴
因
変
更

の
要
否
・
可
否
の
中
心
課
題
で
あ
り
、
心
証
事
実
が
訴
因
事
実
と
比
べ
て
見
て
、
ど
の
程
度
の
食
い
違
い
の
範
囲
内
で
あ
れ
ば
訴
因
事
実

の
訴
訟
で
訴
因
変
更
の
手
続
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
心
証
事
実
を
認
定
し
刑
罰
を
宣
言
で
き
る
か
、
ど
の
程
度
の
食
い
違
い
と
な
れ
ば
訴

因
変
更
は
認
め
ら
れ
ず
、
心
証
事
実
の
罪
を
認
定
し
刑
罰
を
宣
言
す
る
に
は
新
た
な
起
訴
が
必
要
か
の
問
題
で
あ
る
。
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ⅲ
）

公
訴
事
実
の
単
一
性
と
狭
義
の
公
訴
事
実
の
同
一
性
の
関
係

右
の
伝
統
的
学
説
に
対
し
、
公
訴
事
実
の
単
一
性
は
訴
因
事
実
と
心
証
事
実
が
両
立
（
併
存
）
す
る
場
合
の
問
題
で
あ
り
、
狭
義
の
公

訴
事
実
の
同
一
性
は
両
立
し
な
い（
非
併
存
・
択
一
関
係
に
あ
る
）場
合
の
問
題
で
あ
る
と
の
有
力
な
見
解
が
主
張
さ
れ
て
い
る（
平

５
）

野
説
）。

理
論
的
に
も
、
実
際
の
適
用
の
場
面
で
も
問
題
が
な
く
、
分
か
り
易
い
説
得
力
の
あ
る
見
解
と
い
え
よ
う
。
両
者
の
問
題
と
も
、
三
一
二

条
に
い
う
公
訴
事
実
の
同
一
性
の
問
題
に
含
ま
れ
る
と
し
て

６
）

い
る
。
判
例
の
結
論
と
も
ほ
ぼ
齟
齬
し
な
い
が
、
前
者
に
つ
い
て
は
両
罪
の

罪
数
論
で
処
理
し
、
後
者
に
つ
い
て
、
訴
因
事
実
と
心
証
事
実
の
間
に
ど
の
よ
う
な
符
合
が
認
め
ら
れ
れ
ば
訴
因
の
変
更
を
認
め
る
か
の

判
断
基
準
と
し
て
、
訴
因
の
共
通
性
を
掲
げ
て
い
る
。
併
存
、
非
併
存
の
区
別
が
曖
昧
で
あ
る
な
ど
の
批
判
も
あ
る
が
、
訴
因
事
実
と
心

証
事
実
の
各
罪
に
つ
い
て
、
併
存
関
係
が
あ
る
場
合
と
な
い
場
合
と
に
区
別
し
た
う
え
、
一
罪
の
関
係
に
あ
る
か
否
か
と
い
う
罪
数
の
処

理
だ
け
で
単
純
か
つ
明
確
に
同
一
性
の
判
断
が
で
き
る
場
合
を
提
示
す
る
も
の
で
あ
る
。
公
訴
事
実
の
同
一
性
の
判
断
基
準
の
説
明
の
手

法
と
し
て
優
れ
た
も
の
が
あ
る
。
但
し
、
こ
れ
を
単
一
性
と
同
一
性
の
概
念
を
用
い
て
説
明
す
る
意
義
は
乏
し
い
。

私
見
に
よ
れ
ば
、
訴
因
変
更
の
可
否
を
検
討
す
る
場
合
、「
公
訴
事
実
の
単
一
性
」
や
「
狭
義
の
公
訴
事
実
の
同
一
性
」
の
概
念
・
要
件

は
不
要
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
三
一
二
条
一
項
の
公
訴
事
実
の
同
一
性
の
判
断
に
つ
い
て
は
、
訴
訟
の
同
一
性
（
刑
罰
権
の
範
囲
、
罪
質

の
同
質
性
）
の
有
無
、
訴
因
事
実
と
心
証
事
実
と
の
間
の
犯
罪
の
基
本
的
事
実
に
お
い
て
同
一
性
が
認
め
ら
れ
る
か
否
か
で
判
断
す
べ
き

で
あ
り
、
問
題
は
、
訴
訟
の
同
一
性
、
基
本
的
事
実
の
同
一
性
の
判
断
の
「
明
確
か
つ
具
体
的
判
断
基
準
」
で
あ
る
。
こ
の
「
明
確
か
つ

具
体
的
判
断
基
準
」
を
検
討
す
る
場
合
、
前
記
平
野
説
や
判
例
の
手
法
は
極
め
て
重
要
で
あ
る
。

か
な
り
の
裁
判
例
に
よ
れ
ば
、
訴
因
事
実
と
心
証
事
実
と
の
間
に
併
存
関
係
が
あ
る
場
合
（
説
例
②
③
及
び
⑥
）
と
非
併
存
の
関
係
の

場
合
（
説
例
①
及
び
④
）
と
に
分
け
た
う
え
（
説
例
⑤
に
つ
い
て
言
え
ば
、
訴
因
事
実
の
窃
盗
教
唆
と
心
証
事
実
の
窃
盗
と
の
関
係
は
併

存
関
係
が
な
い
場
合
で
あ
り
、
窃
盗
教
唆
と
盗
品
等
収
受
と
の
関
係
は
併
存
関
係
が
あ
る
場
合
と
な
る
）、
前
者
に
つ
い
て
は
両
事
実
間
に
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一
罪
関
係
が
あ
る
場
合
に
は（
説
例
②
及
び
⑥
）、
公
訴
事
実
の
同
一
性
を
肯
定
し
て
い
る（
公
訴
事
実
の
同
一
性
を
認
め
る
前
提
と
し
て
、

基
本
的
事
実
の
同
一
性
を
検
討
し
た
う
え
で
こ
れ
を
肯
定
し
て
い
る
の
か
、
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
）。
具
体
的
刑
罰
権
は
一
罪
毎
に
発

生
す
る
か
ら
犯
罪
事
実
が
一
罪
の
関
係
に
あ
る
限
り
、
公
訴
事
実
の
同
一
性
を
肯
定
し
訴
因
の
変
更
を
認
め
る
こ
と
に
何
ら
の
支
障
は
な

い
（
一
罪
関
係
に
あ
る
場
合
は
、
心
証
事
実
の
罪
の
刑
罰
権
は
訴
因
事
実
の
刑
罰
権
の
範
囲
内
で
あ
り
、
通
常
、
両
刑
罰
権
の
間
の
同
一

性
・
同
質
性
も
肯
定
で
き
る
。）。
こ
れ
に
対
し
、
両
事
実
間
に
一
罪
関
係
が
な
く
併
合
罪
の
関
係
に
あ
る
場
合
に
は
（
説
例
③
及
び
⑤
の

窃
盗
教
唆
と
盗
品
等
収
受
）、
公
訴
事
実
の
同
一
性
を
否
定
す
る（
心
証
事
実
の
罪
の
刑
罰
権
は
訴
因
事
実
の
刑
罰
権
の
範
囲
を
越
え
る
も

の
で
あ
り
、
従
っ
て
、
両
刑
罰
権
の
同
一
性
・
同
質
性
も
な
い
）。
判
断
基
準
と
し
て
明
確
か
つ
具
体
的
で
あ
る
。
他
方
、
併
存
関
係
に
な

い
後
者
に
つ
い
て
は
、
公
訴
事
実
の
同
一
性
は
、
心
証
事
実
の
罪
の
刑
罰
権
と
訴
因
事
実
の
刑
罰
権
の
間
に
同
質
性
が
認
め
ら
れ
る
こ
と

（
説
例
①
及
び
⑤
の
窃
盗
教
唆
と
窃
盗
。
否
定
さ
れ
る
場
合
と
し
て
は
説
例
④
で
あ
る
）の
ほ
か
、
犯
罪
の
基
本
的
事
実
が
同
一
と
い
え
る

か
ど
う
か
に
よ
り
判
断
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
説
例
①
、
⑤
の
窃
盗
教
唆
と
窃
盗
、
窃
盗
と
盗
品
等
収
受
は
基
本
的
事
実
の
同
一
性

を
肯
定
し
て
公
訴
事
実
の
同
一
性
を
認
め
て
い
る
。

⑶

基
本
的
事
実
同
一
説
に
つ
い
て

と
こ
ろ
で
、
判
例
は
判
断
基
準
に
つ
い
て
、
右
の
と
お
り
、
訴
因
事
実
と
心
証
事
実
と
の
間
に
基
本
的
事
実
の
同
一
性
が
あ
る
か
否
か

に
よ
っ
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
（
基
本
的
事
実
同
一
性
説
。
最
判
昭
和
二
九
・
九
・
七
刑
集
八
巻
九
号
四
四
七
頁
等
）。
そ
し
て
、「
基
本

的
事
実
の
同
一
性
」
に
つ
い
て
、
こ
の
意
味
内
容
・
概
念
自
体
が
曖
昧
で
あ
り
、
判
断
基
準
と
し
て
十
分
で
な
い
と
批
判
さ
れ
て
い
る
が
、

積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
裁
判
例
の
分
析
に
よ
り
、
か
な
り
具
体
的
な
基
準
が
呈
示
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
前
述
の
と
お

り
、
か
な
り
の
裁
判
例
は
、
訴
因
事
実
の
罪
と
心
証
事
実
の
罪
と
の
間
に
、
併
存
関
係
が
あ
る
場
合
と
な
い
（
非
併
存
・
択
一
関
係
の
）
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場
合
と
に
分
け
た
う
え
、
前
者
に
つ
い
て
は
、
両
罪
（
訴
因
事
実
の
罪
と
心
証
事
実
の
罪
）
の
関
係
が
一
罪
の
関
係
に
あ
る
場
合
に
は
、

基
本
的
事
実
の
同
一
性
が
あ
る
こ
と
を
肯
定
し
（
前
記
伝
統
的
考
え
に
よ
れ
ば
、
公
訴
事
実
の
単
一
性
及
び
狭
義
の
公
訴
事
実
の
同
一
性

を
肯
定
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
）、一
罪
関
係
に
な
い
併
合
罪
関
係
に
あ
る
場
合
に
は
、基
本
的
事
実
の
同
一
性
を
否
定
す
る（
公

訴
事
実
の
単
一
性
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
広
義
の
公
訴
事
実
の
同
一
性
が
否
定
さ
れ
る
。
狭
義
の
公
訴
事
実
の
同
一
性
に
つ
い
て
は

ど
の
よ
う
に
解
し
て
い
る
か
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
。
東
京
高
判
昭
和
四
七
年
三
月
二
七
日
高
集
二
五
巻
一
号
四
二
頁
は
、
賭
博
開
帳

図
利
と
常
習
賭
博
を
併
合
罪
と
し
、
訴
因
変
更
を
認
め
な
い
）。
他
方
、
後
者
の
非
併
存
関
係
に
あ
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
事
実
の

同
一
性
が
あ
る
と
し
て
（
狭
義
の
公
訴
事
実
の
同
一
性
を
肯
定
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
公
訴
事
実
の
単
一
性
は
当
然
に
肯
定
さ
れ

る
と
す
る
の
か
、
考
慮
す
る
余
地
が
な
い
と
す
る
の
か
定
か
で
な
い
が
、
後
者
の
考
え
で
あ
ろ
う
か
）、
広
義
の
公
訴
事
実
の
同
一
性
を
肯

定
し
て
い
る
（
最
判
昭
和
二
九
・
五
・
一
四
刑
集
八
巻
五
号
六
七
六
頁
、
最
判
昭
和
二
五
・
六
・
三
〇
刑
集
四
巻
一
一
四
六
頁
）。
一
罪
関

係
に
あ
る
場
合
に
は
、
例
外
な
く
公
訴
事
実
の
同
一
性
を
肯
定
し
て
訴
因
変
更
を
認
め
て
い
る
が
（
最
判
昭
和
三
三
・
二
・
二
一
刑
集
一

二
巻
二
号
二
八
八
頁
）、
基
本
的
事
実
が
常
に
同
一
と
言
え
る
と
考
え
て
の
結
論
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
非
併
存
関
係
に
あ
る
場
合
の
判
断

要
素
、
判
断
基
準
が
な
お
曖
昧
で
あ
る
。
よ
り
明
確
で
具
体
的
な
基
準
の
設
定
と
理
論
的
な
説
明
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

⑷

本
稿
の
考
え

起
訴
は
、
検
察
官
に
よ
り
、
特
定
か
つ
具
体
的
な
訴
因
事
実
の
罪
に
つ
い
て
の
個
別
的
な
刑
罰
権
の
発
動
を
目
的
と
し
て
行
わ
れ
る
も

の
で
あ
る
か
ら
、
検
察
官
の
起
訴
に
対
し
、
裁
判
所
が
審
理
し
て
犯
罪
事
実
を
認
定
し
、
刑
罰
を
宣
言
す
る
に
は
一
定
の
制
約
が
あ
る
。

裁
判
所
は
、
審
理
の
結
果
認
め
ら
れ
る
犯
罪
事
実
を
訴
因
事
実
と
は
関
係
な
く
自
由
に
認
定
し
て
刑
罰
を
宣
言
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

訴
因
事
実
の
罪
の
訴
訟
と
心
証
事
実
の
罪
の
訴
訟
と
の
間
に
同
一
性
（
訴
訟
の
同
一
性
）
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
刑
事
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裁
判
の
基
本
法
理
で
あ
る
。
訴
訟
の
同
一
性
が
肯
定
さ
れ
る
場
合
に
は
訴
因
変
更
は
可
能
で
あ
る
が
（
但
し
、
訴
因
変
更
が
可
能
で
あ
る

と
し
て
も
、
訴
因
変
更
の
「
許
否
」
の
問
題
は
残
る
。
訴
因
変
更
が
不
許
と
な
っ
た
場
合
に
は
別
訴
の
提
起
も
許
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
ろ

う
）、
同
一
性
が
否
定
さ
れ
る
場
合
に
心
証
事
実
の
罪
の
刑
罰
を
宣
言
す
る
に
は
新
た
な
訴
え
の
提
起
の
問
題
と
な
る
。
公
訴
事
実
の
同
一

性
（
訴
因
変
更
の
可
否
）
の
問
題
は
、
先
ず
何
よ
り
も
、
訴
訟
の
同
一
性
の
視
点
か
ら
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

訴
因
事
実
の
罪
と
心
証
事
実
の
罪
と
の
間
に
、
①
一
罪
関
係
が
あ
る
場
合
か
、
②
罪
質
の
同
質
性
が
認
め
ら
れ
、
か
つ
、
③
事
実
関
係

の
同
一
性
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
訴
因
事
実
の
訴
訟
と
心
証
事
実
の
訴
訟
の
同
一
性
が
肯
定
さ
れ
、
訴
因
の
変
更
が
可
能
で
あ
る
場

合
で
あ
る
。
右
の
①
は
訴
因
事
実
と
心
証
事
実
が
併
存
の
関
係
に
あ
る
場
合
の
公
訴
事
実
の
同
一
性
の
問
題
で
あ
る
（
訴
訟
の
あ
る
時
点

に
お
け
る
公
訴
事
実
が
一
個
か
複
数
個
か
の
前
記
伝
統
的
な
「
単
一
性
」
の
問
題
で
は
な
い
）。
狭
義
の
公
訴
事
実
の
同
一
性
、
基
本
的
事

実
の
同
一
性
の
有
無
を
検
討
す
る
必
要
も
な
く
、
一
罪
関
係
が
認
め
ら
れ
る
限
り
、
両
訴
訟
の
同
一
性
、
公
訴
事
実
の
同
一
性
が
問
題
な

く
肯
定
さ
れ
る
こ
と
に
留
意
さ
れ
た
い（
説
例
⑥
は
、
説
例
②
の
窃
盗
と
比
較
す
る
と
、
放
火
と
い
う
社
会
的
法
益
へ
の
変
更
で
あ
る
が
、

両
者
と
も
牽
連
犯
と
い
う
一
罪
の
範
囲
内
の
問
題
で
あ
り
、
罪
質
の
同
一
性
の
問
題
も
議
論
す
る
必
要
が
な
い
）。
一
方
、
訴
因
事
実
と
心

証
事
実
の
罪
が
併
合
罪
の
関
係
に
あ
る
場
合
に
は
、
訴
訟
の
同
一
性
、
公
訴
事
実
の
同
一
性
は
当
然
に
否
定
さ
れ
、
訴
因
変
更
の
余
地
は

な
い
。
一
罪
関
係
の
有
無
だ
け
で
、
こ
の
よ
う
に
公
訴
事
実
の
同
一
性
の
判
断
が
で
き
る
こ
と
か
ら
、
併
存
関
係
の
有
無
を
分
け
て
説
明

す
る
手
法
は
重
要
な
意
義
が
あ
る
。

他
方
、
右
の
②
③
は
非
併
存
（
択
一
）
の
関
係
に
あ
る
場
合
の
公
訴
事
実
の
同
一
性
の
問
題
で
、
狭
義
の
公
訴
事
実
の
同
一
性
の
問
題

と
し
て
議
論
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
両
訴
訟
の
同
一
性
、
公
訴
事
実
の
同
一
性
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、
②
及
び
③

の
両
要
件
を
具
備
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
に
留
意
さ
れ
た
い
。
以
上
を
整
理
す
る
と
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
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Ａ
）

訴
因
事
実
と
心
証
事
実
が

７
）

併
存
す
る
場
合

訴
因
事
実
と
心
証
事
実
と
の
間
に
、
法
条
競
合
、
単
純
一
罪
、
常
習
一
罪
、
包
括
一
罪
、
科
刑
上
の
一
罪
の
関
係
に
あ
る
（
一
罪
性
が

肯
定
さ
れ
る
）
場
合
に
は
、
公
訴
事
実
の
同
一
性
を
認
め
て
よ
い
。
説
例
②
及
び
⑥
が
こ
れ
に
該
当
す
る
（
牽
連
犯
の
一
罪
の
関
係
に
あ

る
）。
科
刑
上
の
一
罪
の
場
合
も
含
め
て
、
訴
因
事
実
の
訴
訟
で
心
証
事
実
の
訴
訟
も
審
理
・
認
定
・
刑
罰
の
宣
言
が
当
然
に
予
定
さ
れ
て

い
る
と
言
っ
て
よ
い
。
訴
因
事
実
と
心
証
事
実
と
の
間
に
一
罪
の
関
係
が
認
め
ら
れ
れ
ば
、
訴
訟
の
同
一
性
が
あ
る
と
い
え
る
か
ら
、
公

訴
事
実
の
同
一
性
も
当
然
に
肯
定
さ
れ
、
以
下
に
述
べ
る
両
者
間
の
罪
質
の
同
質
性
や
事
実
の
同
一
性
の
検
討
も
一
切
不
要
で

８
）

あ
る
。
こ

れ
に
対
し
、
説
例
③
は
併
合
罪
の
関
係
に
あ
る
か
ら
、
窃
盗
Ｂ
の
訴
因
変
更
（
訴
因
の
追
加
）
は
認
め
ら
れ
な
い
。
窃
盗
Ｂ
の
事
実
を
認

定
し
刑
罰
を
宣
言
す
る
に
は
、
新
た
な
訴
え
の
提
起
の
手
続
が
必
要
で
あ
る
（
最
判
昭
和
三
三
・
二
・
二
一
刑
集
一
二
巻
二
号
二
八
八
頁

参
照
）。Ｂ

）

訴
因
事
実
と
心
証
事
実
が
併
存
し
な
い
（
択
一
関
係
に
あ
る
）
場
合

（
ⅰ
）

訴
因
事
実
と
心
証
事
実
の
罪
の
罪
質
の
同
質
性

訴
因
事
実
の
罪
と
心
証
事
実
の
罪
の
罪
質
の
同
一
性
が
否
定
さ
れ
る
場
合
に
は
、
公
訴
事
実
の
同
一
性
は
認
め
ら
れ
な
い
。
こ
の
場
合
、

起
訴
に
か
か
る
訴
因
事
実
の
訴
訟
と
心
証
事
実
の
訴
訟
は
別
物
で
あ
り
、
訴
訟
の
同
一
性
、
刑
罰
権
の
同
一
性
が
否
定
さ
れ
る
か
ら
で
あ

る
。
説
例
④
の
自
動
車
運
転
過
失
致
死
（
個
人
的
法
益
と
し
て
の
人
の
生
命
が
保
護
法
益
）
の
訴
因
事
実
に
よ
る
起
訴
は
、
心
証
事
実
の

犯
人
隠
避
（
国
家
的
法
益
と
し
て
の
司
法
作
用
が
保
護
法
益
）
の
裁
判
を
も
求
め
た
も
の
と
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
両
事
実
の
罪
の

罪
質
の
同
一
性
は
な
く
、
以
下
の
基
本
的
事
実
の
同
一
性
を
検
討
す
る
ま
で
も
な
く
公
訴
事
実
の
同
一
性
は
否
定
さ
れ
、
犯
人
隠
避
に
つ

い
て
処
罰
を
求
め
る
に
は
新
た
な
起
訴
が
必
要
で
あ
る（
罪
質
の
同
一
性
が
否
定
さ
れ
る
例
と
し
て
、
収
賄
と
恐
喝
が
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
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但
し
、
両
罪
が
観
念
的
競
合
の
関
係
に
あ
る
事
例
で
は
、（
Ａ
）の
併
存
す
る
場
合
の
処
理
と
な
り
、
一
罪
性
が
肯
定
で
き
る
か
ら
、
訴
因

変
更
が
可
能
で
あ
る
）。
説
例
①
の
傷
害
の
訴
因
事
実
と
傷
害
致
死
の
心
証
事
実
の
罪
質
は
い
ず
れ
も
個
人
的
法
益
と
し
て
の
人
の
生
命
・

身
体
で
あ
り
、
罪
質
は
同
質
で
あ
る
。
後
述
（
ⅱ
）
の
基
本
的
事
実
の
同
一
性
が
認
め
ら
れ
る
限
り
、
公
訴
事
実
の
同
一
性
は
肯
定
さ
れ
、

両
訴
訟
の
同
一
性
、
刑
罰
権
の
同
一
性
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

（
ⅱ
）

訴
因
事
実
と
心
証
事
実
の
基
本
的
事
実
の
同
一
性

ａ
）

犯
罪
事
実
の
構
成
要
素
の
中
核
は
、
①
行
為
主
体
、
②
犯
罪
行
為
、
③
犯
罪
結
果
で
あ
り
、
こ
れ
ら
が
重
要
な
要
素
で
あ
る
こ

と
は
否
定
で
き
な
い
（
犯
罪
行
為
と
犯
罪
結
果
と
の
因
果
関
係
も
犯
罪
事
実
の
構
成
要
素
で
あ
る
が
、
基
本
的
事
実
関
係
の
同
一
性
の
判

断
に
お
い
て
は
、
考
慮
す
る
必
要
は
な
い
）。
従
っ
て
、
犯
罪
事
実
と
し
て
の
、
訴
因
事
実
と
心
証
事
実
と
の
間
に
基
本
的
事
実
の
同
一
性

が
あ
る
か
否
か
は
、
訴
因
事
実
と
心
証
事
実
と
の
間
に
、
右
の
①
②
③
の
重
要
な
部
分
が
重
な
り
合
う
と
言
え
る
か
否
か
を
検
討
す
る
こ

と
に
な
る
。
そ
し
て
、
①
に
つ
い
て
は
、
心
証
事
実
に
お
い
て
も
被
告
人
が
犯
罪
行
為
者
と
し
て
構
成
さ
れ
る
限
り
、
被
告
人
の
行
為
主

体
と
し
て
の
立
場
が
単
独
正
犯
者
か
共
犯
者
か
、
共
犯
者
の
氏
名
不
詳
を
含
む
共
犯
者
の
変
更
な
ど
は
基
本
的
事
実
の
同
一
性
を
否
定
す

る
も
の
で
は
な
い
（
な
お
、
最
判
昭
和
二
八
・
一
・
二
七
刑
集
七
巻
一
号
六
四
頁
は
、
法
人
処
罰
の
場
合
の
違
反
者
の
変
更
の
場
合
は
、

公
訴
事
実
の
同
一
性
を
否
定
し
て
い
る
）。
こ
れ
ら
は
、
い
ず
れ
も
訴
因
変
更
の
可
否
の
問
題
で
は
な
く
、
訴
因
変
更
の
要
否
の
問
題
で
あ

る
。
②
及
び
③
に
つ
い
て
は
、
重
要
部
分
が
重
な
り
合
う
か
否
か
は
、
経
験
則
に
照
ら
し
個
別
具
体
的
に
検
討
す
る
ほ
か
な
い
（
説
例
①

の
傷
害
と
傷
害
致
死
、
説
例
⑤
の
窃
盗
教
唆
と
窃
盗
、
窃
盗
と
盗
品
等
収
受
は
基
本
的
事
実
の
同
一
性
は
肯
定
で
き
る
。
他
方
、
最
判
昭

和
二
六
・
一
・
二
三
刑
集
五
巻
一
号
七
三
頁
は
強
盗
傷
人
と
詐
欺
、
最
決
昭
和
三
三
・
三
・
一
七
刑
集
一
二
巻
四
号
五
八
一
頁
は
無
謀
操

縦
と
業
務
上
過
失
致
死
に
つ
い
て
、
基
本
的
事
実
の
同
一
性
を
否
定
し
て
い
る
。
説
例
④
の
自
動
車
運
転
過
失
致
死
と
犯
人
隠
避
に
つ
い

北研49(3・ )47 569

訴因、公訴事実に関する二、三の問題



て
も
、
罪
質
の
同
一
性
が
否
定
さ
れ
る
ほ
か
、
基
本
的
事
実
の
同
一
性
が
否
定
さ
れ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
）。

（
ｂ
）

犯
罪
は
具
体
的
日
時
・
場
所
で
行
な
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
訴
因
事
実
と
心
証
事
実
の
日
時
・
場
所
が
犯
罪
事
実
と
し
て

同
一
と
評
価
さ
れ
る
場
合
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
日
時
・
場
所
の
近
接
性
の
問
題
と
し
て
議
論
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
経
験
則
上
、

別
の
事
実
と
評
価
さ
れ
る
場
合
に
は
、
基
本
的
事
実
の
同
一
性
、
公
訴
事
実
の
同
一
性
、
刑
罰
権
の
同
一
性
、
訴
訟
の
同
一
性
は
い
ず
れ

も
否
定
さ
れ
、
心
証
事
実
を
認
定
・
処
罰
す
る
に
は
新
た
な
訴
え
の
提
起
が
必
要
で
あ
る
。
例
え
ば
、
同
一
の
日
時
で
同
一
の
被
害
者
・

同
一
の
被
害
物
件
に
対
す
る
窃
盗
事
件
に
つ
い
て
、
窃
盗
の
場
所
が
訴
因
事
実
は
札
幌
で
あ
り
、
心
証
事
実
は
東
京
の
場
合
に
は
、
両
事

実
に
つ
き
基
本
的
事
実
の
同
一
性
は
認
め
ら
れ
ず
、
公
訴
事
実
の
同
一
性
は
な
い
。
但
し
、
訴
因
事
実
の
補
正
・
訂
正
・
誤
記
の
訂
正
の

問
題
と
し
て
処
理
で
き
る
か
は
、
別
論
で
あ
る
。
検
察
官
が
起
訴
状
の
犯
罪
場
所
を
東
京
と
す
べ
き
と
こ
ろ
を
札
幌
と
誤
記
し
た
と
経
験

則
上
判
断
で
き
る
場
合
に
は
訂
正
を
認
め
て
よ
い
。
同
一
性
が
な
い
と
し
て
別
訴
提
起
の
必
要
は
な
い
。

１
）

田
宮
裕
・
刑
事
訴
訟
法
二
〇
三
頁
参
照
。

２
）

前
掲
小
林
一
二
八
頁
は
、
公
訴
事
実
の
同
一
性
は
同
時
訴
追
な
い
し
同
時
審
判
が
可
能
な
範
囲
で
あ
っ
て
、
刑
罰
権
実
現
の
単
位
で
あ
る
か
ら
、
一
個
の

犯
罪
と
い
う
観
点
か
ら
説
明
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
さ
に
問
題
の
核
心
で
あ
っ
て
、
犯
罪
の
一
個
性
、
一
罪
性
の
指
摘
で
あ

る
が
、
公
訴
事
実
の
同
一
性
、
訴
因
の
変
更
の
可
否
の
問
題
は
こ
れ
だ
け
で
は
解
決
で
き
な
い
。
一
罪
性
で
は
な
く
、
刑
罰
権
の
単
位
（
訴
訟
の
単
位
）
の

次
元
の
問
題
と
し
て
捉
え
る
べ
き
で
あ
る
。

三
一
二
条
一
項
の
「
公
訴
事
実
の
同
一
性
」
は
、
刑
事
訴
訟
に
お
け
る
刑
罰
権
の
個
数
（
訴
訟
の
個
数
）、
す
な
わ
ち
刑
罰
権
（
訴
訟
）
が
一
個
か
複
数
個

か
の
刑
罰
権
の
単
位
（
訴
訟
の
単
位
）
を
前
提
と
し
た
概
念
で
あ
り
、
公
訴
事
実
の
同
一
性
は
刑
罰
権
の
同
一
性
（
訴
訟
の
同
一
性
）
を
意
味
す
る
も
の
と

い
う
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
、
刑
罰
権
の
同
一
性
（
訴
因
事
実
の
刑
罰
権
と
心
証
事
実
の
刑
罰
権
が
同
一
で
あ
る
こ
と
）
の
基
準
は
、
先
ず
、
一
罪
一
刑
罰

権
の
原
則
か
ら
、
訴
因
事
実
と
心
証
事
実
の
間
に
一
罪
の
関
係
（
一
罪
性
）
が
あ
る
か
否
か
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
罪
関
係
が
認
め
ら
れ
れ
ば
、
そ

の
こ
と
だ
け
で
刑
罰
権
の
個
数
を
含
む
同
一
性
が
肯
定
で
き
る
か
ら
、
訴
因
事
実
の
罪
の
訴
訟
に
お
い
て
訴
因
変
更
に
よ
り
心
証
事
実
の
罪
を
認
定
し
刑
罰
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を
宣
言
で
き
る
が
、
一
罪
関
係
に
な
い
場
合
（
併
合
罪
の
場
合
）
は
、
心
証
事
実
の
罪
を
認
定
し
刑
罰
を
宣
言
す
る
に
は
新
た
な
訴
え
の
提
起
が
必
要
で
あ

る
。
問
題
は
、
訴
因
事
実
と
心
証
事
実
が
非
併
存
（
択
一
）
の
関
係
に
あ
る
場
合
で
あ
る
。
非
併
存
の
関
係
に
あ
る
と
い
う
だ
け
で
は
、
刑
罰
権
の
個
数
の

点
で
は
い
ず
れ
も
一
個
で
あ
り
問
題
は
な
い
が
、
訴
因
事
実
と
心
証
事
実
の
関
係
が
一
罪
の
関
係
に
あ
る
と
い
え
な
い
こ
と
は
勿
論
、
両
事
実
の
罪
の
刑
罰

権
の
内
容
が
同
一
で
あ
る
と
か
、
訴
因
事
実
の
罪
の
訴
訟
と
心
証
事
実
の
罪
の
訴
訟
が
同
一
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
訴
因
事
実
の
罪
の
刑
罰
権

と
心
証
事
実
の
罪
の
刑
罰
権
の
同
一
性
（
両
訴
訟
の
同
一
性
）
の
判
断
に
お
い
て
、
そ
の
ま
ま
一
罪
一
刑
罰
権
個
別
の
原
則
は
機
能
し
な
い
か
ら
、
併
存
関

係
に
あ
る
場
合
と
は
別
個
の
基
準
を
設
定
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
場
合
、
訴
因
事
実
の
罪
の
刑
罰
権
は
検
察
官
が
具
体
的
な
犯
罪
事
実
に
基
づ
き
刑
罰
の

発
動
を
裁
判
所
に
求
め
る
具
体
的
な
主
張
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
訴
因
事
実
の
刑
罰
権
と
心
証
事
実
の
刑
罰
権
の
間
に
同
一
性
が
認
め
ら
れ
る
か
否
か
の
基
準

は
、
両
罪
の
「
罪
質
の
同
質
性
」
及
び
両
犯
罪
事
実
の
「
事
実
の
同
一
性
（
基
本
的
事
実
の
同
一
性
）」
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
訴
因
事
実
の
罪
と
心
証

事
実
の
罪
と
の
間
に
罪
質
の
同
質
性
と
基
本
的
事
実
の
同
一
性
の
両
要
件
が
認
め
ら
れ
る
限
り（
説
例
①
）、
両
訴
訟
の
刑
罰
権
の
同
一
性
は
肯
定
で
き
、
同

一
訴
訟
と
い
え
る
か
ら
、
起
訴
に
か
か
る
訴
因
事
実
の
罪
の
訴
訟
に
お
い
て
訴
因
変
更
に
よ
り
心
証
事
実
の
罪
を
認
定
し
刑
罰
を
宣
言
す
る
こ
と
が
で
き
、

何
ら
不
都
合
な
点
は
な
い
。
他
方
、
罪
質
の
同
一
性
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
は（
説
例
④
）、
基
本
的
事
実
の
同
一
性
が
認
め
ら
れ
る
と
し
て
も
、
訴
因
事
実

の
罪
の
刑
罰
権
の
発
動
を
求
め
た
訴
訟
に
お
い
て
、
こ
れ
と
罪
質
の
異
な
る
心
証
事
実
の
罪
の
刑
罰
権
の
発
動
が
検
察
官
に
よ
り
求
め
ら
れ
て
い
る
と
考
え

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
罪
質
の
同
一
性
が
認
め
ら
れ
て
も
、
基
本
的
事
実
の
同
一
性
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
に
は
（
前
記
（
ｂ
）
の
札
幌
で
の
窃
盗

の
訴
因
事
実
か
ら
東
京
に
お
け
る
窃
盗
の
心
証
事
実
へ
の
変
更
の
事
例
）、心
証
事
実
の
罪
の
訴
訟
は
訴
因
事
実
の
罪
の
訴
訟
と
は
犯
罪
事
実
の
異
な
る
別
個

の
訴
訟
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
い
ず
れ
の
場
合
も
心
証
事
実
の
罪
を
認
定
し
処
罰
す
る
に
は
新
た
な
訴
え
の
提
起
が
必
要
で
あ
る
。
以
上
が
本
稿
の
基
本
的

考
え
で
あ
る
。

３
）

最
判
昭
和
三
一
・
一
二
・
二
六
刑
集
一
〇
巻
一
二
号
一
七
四
六
頁
は
、
麻
薬
取
締
法
違
反
の
常
習
者
の
包
括
一
罪
を
構
成
す
る
行
為
に
つ
い
て
、
追
起
訴

が
さ
れ
て
い
る
。
当
初
の
起
訴
状
で
漏
れ
た
も
の
を
追
加
補
充
す
る
趣
旨
で
さ
れ
た
も
の
と
認
め
、
二
重
起
訴
の
違
法
は
な
い
と
す
る
が
、
起
訴
状
に
よ
る

追
加
補
充
の
制
度
は
存
在
せ
ず
、
救
済
判
決
で
あ
る
。
本
来
は
訴
因
変
更
手
続
で
あ
る
訴
因
の
追
加
変
更
に
よ
り
処
理
す
べ
き
事
案
で
あ
る
。
右
の
処
理
が

認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
訴
因
変
更
の
可
否
の
規
定
の
意
義
は
後
退
す
る
。
全
て
訴
因
変
更
で
は
な
く
、
追
起
訴
で
処
理
す
れ
ば
よ
い
こ
と
に
な
る
か

ら
で
あ
る
。
同
一
性
が
否
定
さ
れ
、
追
起
訴
が
必
要
で
あ
る
の
に
訴
因
変
更
で
処
理
さ
れ
た
場
合
に
は
救
済
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

４
）

こ
れ
に
対
し
、
前
掲
田
宮
二
〇
〇
頁
は
、
単
一
性
か
狭
義
の
同
一
性
か
ど
ち
ら
か
が
肯
定
さ
れ
れ
ば
、
広
義
の
公
訴
事
実
の
同
一
性
は
肯
定
さ
れ
る
と
し

て
い
る
。

５
）

平
野
龍
一
・
刑
事
訴
訟
法
概
説
九
四
頁
参
照
。
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６
）

前
掲
平
野
九
四
頁
、
同
平
野
・
刑
事
訴
訟
法
の
基
礎
理
論
一
〇
二
頁
以
下
は
、
公
訴
事
実
の
単
一
性
の
意
味
が
、
前
述
の
「
あ
る
時
点
に
お
け
る
公
訴
事

実
の
「
広
が
り
」、「
は
ば
（
幅
）」
の
問
題
」
で
は
な
く
、
起
訴
の
時
点
の
訴
因
事
実
と
証
拠
調
べ
が
さ
れ
て
心
証
の
形
成
さ
れ
た
時
点
の
心
証
事
実
の
「
ず

れ
」
の
問
題
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
単
一
性
の
問
題
も
、
同
一
性
の
問
題
と
同
様
、
訴
訟
を
動
的
縦
断
面
で
捉
え
て
い
る
。

７
）

公
訴
事
実
の
同
一
性
を
論
ず
る
場
合
、
両
罪
が
併
存
関
係
に
あ
る
か
非
併
存
の
関
係
に
あ
る
か
に
分
け
て
説
明
す
る
こ
と
は
重
要
な
意
義
が
あ
る
。
前
者

は
罪
数
論
と
一
罪
一
刑
罰
の
原
則
に
よ
り
、
明
確
に
処
理
が
で
き
、
訴
訟
上
の
処
理
が
一
切
不
要
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。

８
）

松
尾
浩
也
・
刑
事
訴
訟
法
上
二
九
二
頁
は
、
罪
数
に
よ
る
規
整
と
し
て
、
公
訴
事
実
の
同
一
性
の
問
題
か
ら
切
り
離
す
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
。
公
訴
事

実
の
同
一
性
の
問
題
に
つ
い
て
、
訴
訟
の
同
一
性
の
視
点
が
欠
陥
し
て
い
る
。
公
訴
事
実
の
同
一
性
の
一
場
面
と
し
て
、
実
務
上
訴
因
変
更
の
可
否
と
し
て

処
理
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
三
一
二
条
一
項
の
問
題
か
ら
切
り
離
す
し
て
議
論
す
る
意
義
は
乏
し
い
。

５

結
び
に
か
え
て

訴
因
変
更
の
問
題
、
特
に
訴
因
変
更
の
可
否
に
つ
い
て
は
、
学
説
が
多
岐
を
極
め
、
展
開
す
る
内
容
も
学
説
ご
と
に
微
妙
に
異
な
り
、

初
め
て
刑
事
訴
訟
法
を
学
ぶ
者
に
と
っ
て
、
理
解
す
る
の
が
相
当
に
困
難
な
領
域
で
あ
る
。
訴
因
の
補
正
・
訂
正
の
問
題
、
犯
罪
事
実
の

法
的
評
価
の
変
更
（
相
違
）
の
問
題
、
罪
数
論
、
一
罪
一
刑
罰
権
の
原
則
の
問
題
、
公
訴
事
実
の
意
義
の
問
題
の
ほ
か
、
刑
事
訴
訟
の
基

本
構
造
の
捉
え
方
と
も
直
接
に
絡
み
合
い
、
議
論
自
体
が
錯
綜
し
て
い
る
と
い
う
の
が
、
裁
判
実
務
に
携
っ
て
い
た
こ
ろ
の
強
い
思
い
で

あ
っ
た
。
刑
事
訴
訟
の
全
体
像
・
枠
組
み
、
基
本
構
造
の
説
明
を
曖
昧
に
し
た
ま
ま
の
基
本
書
の
内
容
や
説
明
、
判
例
の
解
説
・
批
評
に

対
し
て
、
も
ど
か
し
い
ほ
ど
の
分
か
り
難
さ
・
疑
念
を
抱
い
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
訴
因
変
更
の
可
否
に
つ
い
て
の
本
稿
の
骨
子
は
、
以

下
の
と
お
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

訴
因
変
更
の
可
否
（
公
訴
事
実
の
同
一
性
）
の
判
断
は
、
裁
判
所
が
認
定
し
よ
う
と
し
て
い
る
事
実
（
心
証
事
実
）
が
、
起
訴
さ
れ
て
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い
る
訴
因
事
実
の
訴
訟
の
範
囲
内
に
あ
る
か
否
か
、
換
言
す
れ
ば
、
起
訴
さ
れ
た
訴
因
事
実
の
訴
訟
で
認
定
し
解
決
で
き
る
犯
罪
事
実
は

ど
の
範
囲
ま
で
の
犯
罪
事
実
か
（
訴
因
事
実
の
訴
訟
と
心
証
事
実
の
「
訴
訟
の
同
一
性
」）
に
あ
る
（
訴
因
の
補
正
・
訂
正
の
問
題
や
訴
因

の
法
的
評
価
の
相
違
の
問
題
を
処
理
し
た
う
え
で
の
判
断
で
あ
る
こ
と
を
留
意
さ
れ
た
い
）。

そ
し
て
、
訴
訟
の
同
一
性
の
判
断
に
は
、
起
訴
が
検
察
官
に
お
い
て
裁
判
所
に
対
し
訴
因
事
実
か
ら
生
じ
る
個
別
具
体
的
国
家
刑
罰
権

の
発
動
を
求
め
る
手
続
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
先
ず
、
裁
判
所
の
認
定
で
き
る
刑
罰
権
の
個
数
に
お
い
て
制
約
（
制
約
Ａ
）
が
あ
る
ほ
か
、

訴
因
事
実
の
罪
か
ら
生
じ
る
刑
罰
権
と
心
証
事
実
の
罪
か
ら
生
じ
る
刑
罰
権
が
同
質
で
あ
り
、
両
事
実
が
同
一
の
も
の
で
あ
る
こ
と
の
制

約
（
制
約
Ｂ
）
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
制
度
的
制
約
と
も
言
え
る
も
の
で
あ
り
、
訴
因
変
更
の
可
否
の
問
題
（
公
訴
事
実
の
同
一
性
の
問
題
）

の
核
心
で
あ
る
。
裁
判
所
が
、
検
察
官
が
求
め
る
刑
罰
権
を
越
え
て
、
あ
る
い
は
、
訴
因
事
実
の
罪
と
は
異
質
、
別
物
の
犯
罪
事
実
（
心

証
事
実
）
を
認
定
し
刑
罰
を
宣
言
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。

右
の
Ａ
の
制
約
は
、
判
例
及
び
平
野
説
の
両
罪
が
併
存
関
係
に
あ
る
場
合
の
問
題
で
あ
り
、
訴
因
事
実
と
心
証
事
実
と
の
間
に
一
罪
関

係
が
あ
る
か
否
か
の
判
断
と
し
て
展
開
さ
れ
る
（
訴
因
事
実
と
心
証
事
実
が
一
罪
の
関
係
に
あ
る
場
合
に
は
、
心
証
事
実
は
訴
因
事
実
の

訴
訟
の
範
囲
内
に
あ
る
と
い
え
る
か
ら
訴
因
の
変
更
は
可
能
で
あ
り
、
他
方
、
一
罪
関
係
に
な
い
併
合
罪
の
関
係
に
あ
る
場
合
に
は
、
心

証
事
実
は
検
察
官
が
求
め
た
訴
因
事
実
の
訴
訟
の
範
囲
を
越
え
る
か
ら
、
訴
因
の
変
更
は
不
可
能
と
な
る
。
心
証
事
実
の
処
罰
は
別
訴
に

よ
る
こ
と
に
な
る
。
な
お
、
一
罪
の
関
係
に
あ
る
限
り
、
訴
因
事
実
と
心
証
事
実
の
罪
の
罪
質
の
同
一
性
や
基
本
的
事
実
の
同
一
性
を
検

討
す
る
こ
と
は
不
要
で
あ
る
。
判
断
の
基
準
は
、
単
純
に
、「
一
罪
関
係
に
あ
る
か
否
か
」で
あ
り
、
こ
れ
が
認
め
ら
れ
れ
ば
、
公
訴
事
実

の
同
一
性
が
当
然
に
肯
定
さ
れ
る
こ
と
に
留
意
さ
れ
た
い
）。

Ｂ
の
罪
質
・
犯
罪
事
実
の
同
一
性
に
関
す
る
制
約
に
つ
い
て
は
、
両
罪
が
非
併
存
な
い
し
択
一
関
係
に
あ
る
場
合
の
問
題
で
あ
る
。
①

先
ず
、
訴
因
事
実
の
罪
と
心
証
事
実
の
罪
の
罪
質
が
同
質
か
否
か
（
罪
質
の
同
質
性
。
両
事
実
の
罪
の
罪
質
が
異
な
れ
ば
、
刑
罰
権
の
同
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一
性
も
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
）、
②
罪
質
の
同
質
性
が
認
め
ら
れ
る
と
し
て
、
訴
因
事
実
と
心
証
事
実
の
基
本
的
部
分
で
重
な
り
合
い

が
あ
る
か
否
か
（
基
本
的
事
実
の
同
一
性
）
の
二
点
が
問
題
と
な
る
。
①
に
つ
い
て
は
、
罪
質
が
異
な
れ
ば
公
訴
事
実
の
同
一
性
は
否
定

さ
れ
、
訴
因
の
変
更
は
不
可
能
で
あ
る
。
別
訴
に
よ
る
べ
き
で
あ
る
。
②
に
つ
い
て
は
、
罪
質
の
同
質
性
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
前
提
と

し
て
、
両
事
実
の
基
本
的
事
実
が
同
一
と
い
え
る
か
否
か
の
判
断
と
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
罪
質
の
同
質
性
が
認
め
ら
れ
、
か
つ
、
犯
罪
の

基
本
的
部
分
が
同
一
と
言
え
る
場
合
に
は
、
心
証
事
実
の
罪
に
い
て
も
訴
因
事
実
の
訴
訟
で
解
決
す
る
の
が
相
当
で
あ
り
、
何
ら
不
都
合

な
点
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
他
方
、
犯
罪
の
基
本
的
部
分
が
異
な
る
場
合
に
は
、
罪
質
が
同
質
で
あ
る
と
し
て
も
、
心
証
事
実
と
訴
因
事

実
と
は
別
個
の
犯
罪
と
い
う
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
別
訴
に
よ
る
こ
と
に
な
る
。

右
①
の
罪
質
の
同
質
性
の
判
断
は
、
保
護
法
益
の
内
容
が
判
断
要
素
と
な
り
、
個
人
的
法
益
か
社
会
的
法
益
か
国
家
的
法
益
か
が
基
本

と
な
ろ
う
。

右
②
の
基
本
的
事
実
の
同
一
性
の
判
断
は
、
犯
罪
を
構
成
す
る
基
本
的
事
実
が
、
犯
罪
行
為
の
主
体
、
犯
罪
行
為
及
び
犯
罪
結
果
で
あ

る
か
ら
、
先
ず
、
こ
れ
ら
を
同
一
性
判
断
の
基
本
要
素
と
す
べ
き
で
あ
る
（
多
く
の
場
合
、
犯
罪
行
為
か
犯
罪
結
果
の
ど
ち
ら
か
が
同
一

と
判
断
で
き
れ
ば
、
基
本
的
事
実
の
同
一
性
を
肯
定
し
て
よ
い
）。
加
え
て
、
犯
罪
の
日
時
、
場
所
が
異
な
れ
ば（
近
接
性
が
否
定
さ
れ
る

場
合
に
は
）
同
一
の
犯
罪
事
実
と
は
言
え
な
い
か
ら
、
基
本
的
事
実
の
同
一
性
を
判
断
す
る
う
え
で
必
要
不
可
欠
な
要
素
で
あ
る
。
以
上

の
各
要
素
の
検
討
に
よ
り
、
基
本
的
事
実
が
同
一
と
認
め
ら
れ
る
限
り
（
罪
質
の
同
質
性
が
前
提
と
な
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
）、

心
証
事
実
の
認
定
は
訴
因
変
更
手
続
に
よ
る
べ
き
で
あ
り
、
別
訴
に
よ
る
こ
と
は
二
重
起
訴
の
禁
止
に
触
れ
許
さ
れ
な
い
。
他
方
、
基
本

的
事
実
の
同
一
性
が
否
定
さ
れ
る
場
合
に
は
、検
察
官
が
求
め
た
訴
因
事
実
の
罪
と
心
証
事
実
の
罪
と
は
別
物
と
い
う
べ
き
で
あ
る
か
ら
、

心
証
事
実
の
罪
を
訴
因
変
更
の
手
続
に
よ
り
認
定
し
て
刑
罰
を
宣
言
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
新
た
な
起
訴
手
続
が
必
要
で
あ
る
。

（
１
及
び
５
は
羽
渕
が
、
２
、
３
、
４
は
井
筒
が
担
当
し
た
も
の
で
あ
る
）
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Some problems concerning Count and Charged Offense
― Subject matter is Identitat des Prozegegenstandes―

Kiyoshi HABUCHI
 

Keiko IZUTSU

“Identity of the charged facts”prescribed in Article 312(1)of Japanese
 

Criminal Procedure Code is a general idea concerning a unit of punishment
 

right(s)or lawsuit(s).“Identity of the charged facts”means identity of
 

punishment right or identity of lawsuit.First,whether the punishment
 

right expected on the charged fact is identical to the punishment right
 

expected on the conviction fact depends on whether the crime(s)acknow-

ledged in those two facts shall be evaluated as a single crime under the
 

general principle of“one crime for single punishment right”.If those facts
 

are recognized as a single crime,as a result of a method of application of
 

a legal punishment,called“Gesetzeskonkunenz”in German,implicate
 

crime,comprehensive single offence or concurrent crimes,a punishment for
 

the crime based on the conviction fact may be imposed on following by
 

alternation of counts.On the other hand,if those facts consist of two or
 

more crimes so that all those facts are treated as concurrent offences,a
 

new prosecution has to be instituted to impose a penalty on him/her for the
 

crime based on the conviction fact.

Second,assuming that the charged fact and the conviction fact are
 

alternative,and nature of each crime is the same and essential elements of
 

those facts are also the same,then the punishment right to be discussed in
 

each fact shall be the same,which qualifies the applicable penalty to be
 

imposed on after alternation of counts for the conviction fact in the same
 

trial.On other hand,in the case the nature of the crime based on each fact
 

is not the same,it is not the prosecutors’intention to demand the penalty
 

for the conviction fact even if the essential elements of those facts are
 

identical.Furthermore,in the case the nature of the crime based on those
 

facts is the same however the essential elements of those facts are different,

the case for the conviction fact should be dealt separately.Both cases
 

above require a new institution of prosecution to deal with and impose
 

penalty on for the conviction fact.
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